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質問に対する回答 

 

須坂市 関係人口創出・拡大人口促進等業務委託に係る公募型プロポーザルに関する質

問に対し、次のとおり回答します。 

 

No. 質問内容 回答 

1 

仕様書５「具体的な業務内容」（１）「参

加者の募集」について 

・業務に継続的に協働できる参加者を市

外在住者（都市部人材を想定）から募集

し、概ね 10 名程度の人数を確保するこ

とが求められていますが、業務を受託し

たあとで、仮に参加者として 10 名程度

を確保できなかった場合、どのようにな

りますでしょうか。また、仮に 10 名程

度確保できたものの、都市部人材が少な

いことにならざるを得なかった場合、ど

のようになりますでしょうか。 

また、参加者として特別に情報発信力の

ある人材（インフルエンサー等）を想定

されているでしょうか。 

 参加者につきましては、10 名程度の確

保を想定しておりますが、本業務の遂行

にあたり、支障のない人数が確保されて

いれば問題ありません。 

 参加者は都市部人材を想定しており

ますが、市外在住者であれば可としま

す。ただし、募集時には都市部人材を募

集するものとし、県内在住者のみを対象

とした募集は不可とします。 

 参加者は、特別に情報発信力のある人

材（インフルエンサー等）でなくても構

いません。 

2 

仕様書６「対象経費」のうち人件費につ

いて 

・上記で示されている「人件費」には、

参加者の人件費が含まれるのでしょう

か。つまりは、参加者には報酬を支払っ

て参加してもらう想定でしょうか。参加

者への報酬を想定されている場合、それ

は謝礼程度のものなのか、業務参加への

対価として支払うものとなりますでし

ょうか。 

 参加者へは報酬を支払って参加して

もらう想定ではありません。参加者に対

してはあくまでも事業に必要な費用（旅

費、需用費など）を委託費用の中からお

支払いいただく想定です。 

 ただし、状況に応じて謝金等の支払い

が必要となる場合には、市に事前に相談

をお願いします。 
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3 

質問 No.2 の回答内の「報酬」「謝金等」

について 

・参加者に継続して最後まで事業に取り

組んでいただくには、ある程度の「報酬」

か「謝金等」を支払わないと難しいと弊

社では考えるのですが、参加者に「報

酬」、「謝金等」を支払うことに関して、

市として支障が生じるものでしょうか。 

参加者への「報酬」「謝金等」の支払い

は問題ありません。ただし、市としては

参加者への「報酬」「謝金等」の支払いは

想定していないため、事前に相談（提案）

をお願いします。 

4 

業務全体を通しての貴庁職員のご参加

について 

・業務内で「打合せ」や「フィールドワ

ーク」等、複数回の活動が必要となりま

すが、それらの活動に、貴庁職員にもご

参加、アテンド等はお願いできるでしょ

うか（土日含む） 

 業務全体を通じて市職員も参加いた

します。アテンド等につきましては、内

容によっては対応可能ですので事前に

ご相談ください。 

5 

仕様書７「業務実施上の条件」 （２）

「体験型コンテンツの創出のための企

画」について 

・「体験型コンテンツの創出のための企

画」においては、 

「事業実施の打合せ」…１回 

「連携団体・施設等とのセッション（ヒ

アリング）」…１回 

「フィールドワーク（現地）」…１回 

「連携団体・施設等へのプレゼン」…１

回 

「プロトタイピングの実施」…１回 

「インセンティブをつけた参加者の募

集、体験の実施」…１回 

「修正アイディアの提案、フィードバッ

ク」…１回 

と最低でも７回の活動実施が必要にな

ると考えて良いでしょうか。 

・「インセンティブをつけた参加者の募

集、体験の実施」における「参加者」は

業務全体でいうところの「参加者」とは

 活動実施回数につきましては、お見込

みのとおりです。ただし実施状況に応じ

て市との調整を図った結果、増減する可

能性もあります。 

 「インセンティブをつけた参加者の募

集、体験の実施」における「参加者」に

つきましてもお見込みのとおりです。 

 「インセンティブ」につきましては、

参加することで得られる特典（例：普段

は見られない場所を見学できる、ツアー

参加者限定のお土産など）を想定してお

りますが、内容については事業実施の中

で協議いたします。 
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異なる「体験の参加者」と理解してよろ

しいでしょうか。 

また、「インセンティブ」とはどのような

ものを想定されているでしょうか。 

以上は、2024 年５月 13 日（月）午後５時までに質問のあった内容です。 


